
納付に困ったら、ご相談ください

国民年金保険料免除・納付猶予について

今月の年金相談

7月16日（水）

10:40～12:00
13:00～15:00

役場第1・2会議室

みんなの年金ガイド
知っ

て

おき
たい

　所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が免除または猶

予される制度があります。

◆保険料免除・納付猶予制度を利用すれば「未納」より有利になります
　「保険料免除・納付猶予制度」は将来、年金を受け取ることができなくなることや不慮の事故、病

気により障害が残ってしまった場合に障害基礎年金を受けることができなくなることを防止するため、

本人の申請により保険料の納付が免除・猶予される制度です。

  平成２６年７月より、平成２６年度（平成２６年７月～平成２７年６月分）の保険料免除制度の申請

を受け付けしております。離職された場合も申請により免除・猶予となる場合もあります。

　※申請に必要な書類

　・年金手帳、基礎年金番号通知書（納付書など）

　・雇用保険受給資格者証、離職票など（離職などによる申請の場合）

　・所得証明書（八雲町へ転入されて来た方など）

　

　免除、猶予、特例のすべての期間が、将来、年金を受け取る資格を得るために必要な期間に入ります。

　また、保険料の全額「納付」より減額されますが、将来受け取ることができる年金額へ反映します。

◆問い合わせ先　　請求手続きや届け出など　ねんきんダイヤル　　1０５７０－０５－１１６５

　　函館年金事務所　・加入手続きや納入相談など　国民年金課　　1０１３８－５６－１１６５

　　　　　　　　　　・障害年金の請求手続きなど　お客様相談室　1０１３８－８２－８００２

　　役場窓口　　　　　住民生活課社会係（窓口５番）　　　　　　1０１３７－６２－２１１１（内線２４５）

　　　　　　　　　　　熊石総合支所住民サービス課　　　　　　　1０１３９８－２－３１１１

　　　　　　　　　　　落部支所　　　　　　　　　　　　　　　　1０１３７－６７－２２３１

番号のかけ間違いにご注意ください

詳しくは、お近くの「年金事務所」へおたずねください

年金相談は完全予約制です。ご希望の方は、役場社会係までご連絡願います。

完全予約制
相談日の２日前までに申し込みください
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